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行
選
択

大分類 中分類 項目 収集方法 収集元 業務名
旧条例の規

定
根拠法令 備考

目的外
利用/目
的外提

供

廃止日
最終更新日

作成された行政機関
等匿名加工情報に関
する提案をすることが
できる期間

－

備考

保有開始日 平成27年2月26日

募集しない
－

行政機関等匿名加工
情報の概要

－

作成された行政機関
等匿名加工情報に関
する提案を受ける組
織の名称及び所在地

－

部　署 市長　都市整備部　都市開発課

管理番号 100501001
個人情報ファイルの 道路管理システム（空家情報ファイル）

個人情報ファイルの
利用目的

記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、相続関係説明図

空家として適正に管理されていない家屋等について、所有者等に適正な管理を求めるため。

記録範囲 空家等の所有者、納税義務者等

記録情報の収集方法 その他（空家等対策の推進に関する特別措置法を根拠とする調査等）

要配慮個人情報（・条 含まない
記録情報の経常的提
供先

開示請求等を受理す
る組織の名称及び所
在地

なし

（名称）瑞穂市役所総務部総務課　（所在地）〒５０１－０２９３　岐阜県瑞穂市別府１２８８

訂正及び利用停止に
関する他の法令の規
定による特別の手続
等

個人情報ファイルの 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

なし

行政機関等匿名加工
情報の提案を受ける
組織の名称及び所在
地

政令第21条第7項に 有
行政機関等匿名加工

39／68


